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一次チェックとは・・・

公費情報の受給者番号の桁数が足りない、事業所番号が存在しない、処理対象年月が

不正など、明らかな不正データが存在している場合には、一次チェック欄に「添付あ

り」と表示されます。

その場合は、修正したファイルを伝送しなおすことにより、返戻の件数（事由 A）を

減らすことが出来ます。

①添付ありの所をダブルクリックします。

②一次チェックのウィンドウで、行番号とエラー内容を確認します。
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③一次チェックの掛かったファイルを開き、行番号に該当するご利用者名を確認します。

④H 列が被保険者番号の情報です。H 列の 74 行目にアクティブセルを位置づけると図の位

置に表示されます。

この例の場合、74 行目を見ます。

ココに被保番
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⑤エラーのデータを特定することが出来ましたので、実際にご利用者様の画面を出し、

エラーデータを修正してください。

⑥もう一度請求データファイルを作り直して、再伝送してください。

伝送の取り消しについて

作り直して再伝送するので、一次チェックになったファイルは、伝送の取消しを行い

ます。

取り消ししたい送信ファイル名の行をクリックし、送信取消ボタンをクリックします。

※重要※

取り消しは各都道府県の国保連によって、対応が違います。

例--東京都,神奈川県は請求締切日まで、いつでも取消がききます。

例—-愛知県は当日までしか取消ができません。 

例—-埼玉県は、1 日に 2 回しかデータの読み込みがされず、ファイル伝送後、すぐに

気が付いて取り消しはできるそうですが、翌日以降の取り消しはできないとのこ

とです。

事業所から取消申請を FAX で提出すれば、取消がきくという国保連もありますので、

詳細は各国保連合会にお問い合わせ下さい。

Owner
テキストボックス
審査支払結果、支払通知の発行日も国保連によって異なりますので、管轄の国保連にお問い合わせください。


